
附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
二
十
三
号

青
森
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
県
税
条
例

(

昭
和
二
十
九
年
五
月
青
森
県
条
例
第
三
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中

｢

第
百
九
十
二
条
の
二｣

を

｢

第
百
九
十
二
条｣
に
改
め
る
。

第
百
九
十
二
条
を
削
り
、
第
百
九
十
二
条
の
二
を
第
百
九
十
二
条
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
立
三
沢
航
空
科
学
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

� ���



青
森
県
条
例
第
二
十
四
号

青
森
県
立
三
沢
航
空
科
学
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
立
三
沢
航
空
科
学
館
条
例

(

平
成
十
五
年
三
月
青
森
県
条
例
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
た
場
合
の
使
用
料
金
の
納
入
等)

第
五
条

青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
七
年
三
月
青
森
県
条
例
第
六
号)

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者

(

以
下

｢

指
定
管
理
者｣

と
い
う
。)
に
航
空
科
学
館
の
管
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
航
空
科
学
館
の
施
設

(

食
堂
施
設
及
び
売
店
施
設
を
除
く
。)

を
使
用
す

る
者
は
、
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
使
用
に
係
る
料
金

(

以
下

｢

使
用
料
金｣

と
い
う
。)

を
当
該
指
定
管
理
者
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

使
用
料
金
の
額
は
、
別
表
第
一
号
に
定
め
る
使
用
料
及
び
第
三
条
第
二
項
の
知
事
が
別
に
定
め
る
使
用
料
の
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
て

指
定
管
理
者
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
使
用
料
金
の
額
を
変
更
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
納
入
さ
れ
た
使
用
料
金
は
、
当
該
指
定
管
理
者
の
収
入
と
す
る
。

４

指
定
管
理
者
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
使
用
料
金
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
中

｢

条
例｣

の
下
に

｢

及
び
青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例｣

を
加
え
る
。

別
表
中

｢

第
三
条｣

の
下
に

｢

、
第
五
条｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
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青
森
県
白
神
山
地
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
二
十
五
号

青
森
県
白
神
山
地
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
白
神
山
地
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
条
例

(

平
成
十
年
六
月
青
森
県
条
例
第
三
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中

｢

条
例｣

の
下
に

｢

及
び
青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例｣

を
加
え
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(

観
覧
料)

第
三
条

セ
ン
タ
ー
の
映
像
体
験
ホ
ー
ル
に
お
い
て
上
映
す
る
映
像
を
観
覧
す
る
者
は
、
別
表
に
定
め
る
観
覧
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
観
覧
料
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
た
場
合
の
観
覧
料
金
の
納
入
等)

第
四
条

青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
七
年
三
月
青
森
県
条
例
第
六
号)

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者

(

以
下｢

指
定
管
理
者｣

と
い
う
。)

に
セ
ン
タ
ー
の
管
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
セ
ン
タ
ー
の
映
像
体
験
ホ
ー
ル
に
お
い
て
上
映
す
る
映
像
を
観
覧
す
る
者
は
、

前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
観
覧
に
係
る
料
金

(

以
下

｢

観
覧
料
金｣

と
い
う
。)
を
当
該
指
定
管
理
者
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

観
覧
料
金
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
観
覧
料
の
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
て
指
定
管
理
者
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
観
覧
料
金
の
額
を
変

更
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。
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３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
納
入
さ
れ
た
観
覧
料
金
は
、
当
該
指
定
管
理
者
の
収
入
と
す
る
。

４

指
定
管
理
者
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
観
覧
料
金
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。

別
表

(

第
三
条
、
第
四
条
関
係)

附

則

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
立
保
健
大
学
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
二
十
六
号
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青
森
県
立
保
健
大
学
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
立
保
健
大
学
条
例

(

平
成
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中

｢

附
属
図
書
館｣

の
下
に

｢

、
健
康
科
学
教
育
セ
ン
タ
ー
及
び
健
康
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
七
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

受
講
料
等)

第
六
条

健
康
科
学
教
育
セ
ン
タ
ー
の
行
う
次
の
各
号
に
掲
げ
る
研
修
を
受
講
す
る
者
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
受
講
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

認
定
看
護
師
教
育
課
程

六
十
八
万
円

(

県
内
者
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
七
十
万
円)

二

看
護
管
理
者
教
育
課
程

十
五
万
円

２

前
項
第
一
号
の
認
定
看
護
師
教
育
課
程
の
受
講
を
志
願
す
る
者
は
、
三
万
円
の
研
修
受
講
検
定
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

既
に
納
入
し
た
受
講
料
及
び
研
修
受
講
検
定
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
還
付
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

４

第
一
項
に
お
い
て

｢

県
内
者｣

と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。

一

受
講
す
る
研
修
を
開
始
す
る
日
の
一
年
前
か
ら
引
き
続
き
県
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る
者

二

受
講
す
る
研
修
を
開
始
す
る
日
の
一
年
前
か
ら
引
き
続
き
県
内
に
そ
の
配
偶
者
又
は
一
親
等
の
親
族
が
住
所
を
有
し
て
い
る
者

三

知
事
が
前
二
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
と
認
め
る
者

５

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
受
講
料
及
び
研
修
受
講
検
定
料
の
納
入
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

別
表
第
一
中

｢

五
二
〇
、
八
〇
〇
円｣

を

｢

五
三
五
、
八
〇
〇
円｣

に
、

｢

一
四
、
四
〇
〇
円｣

を

｢

一
四
、
八
〇
〇
円｣

に
、

｢

二
八
、
九
〇
〇
円｣

を

｢

二
九
、
七
〇
〇
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円｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
中

｢

第
六
条｣

を

｢

第
七
条｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

平
成
十
一
年
度
に
入
学
し
た
者
に
係
る
授
業
料
の
額
は
、
改
正
後
の
青
森
県
立
保
健
大
学
条
例
別
表
第
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
薬
事
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
二
十
七
号

青
森
県
薬
事
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
薬
事
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
三
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

並
び
に
薬
事
法
及
び
採
血
及
び
供
血
あ
つ
せ
ん
業
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
六
号)

附
則
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
行
う
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法

(

以
下

｢

新
法｣

と
い
う
。)

第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器

(

以

下

｢

高
度
管
理
医
療
機
器
等｣

と
い
う
。)

の
販
売
業
又
は
賃
貸
業
の
許
可
に
関
す
る
事
務｣

を
削
り
、
同
条
第
一
号
中

｢

第
五
条
第
一
項｣

を

｢

第
四
条
第
一
項｣

に
改
め
、

同
条
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

法
第
十
二
条
第
一
項
及
び
政
令
第
八
十
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
並
び
に
法
第
十
二
条
第
一
項
及
び
政
令
第
八
十
条
第
二
項
第
一
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号
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
又
は
医
療
機
器

(

以
下

｢

医
薬
品
等｣

と
い
う
。)

の
製
造
販
売
業
の
許
可
並
び
に
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
こ
れ
ら
の
許
可
の
更
新
に
関
す
る
事
務

三

法
第
十
三
条
第
二
項
及
び
政
令
第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
の
製
造
業
の
許
可
並
び
に
法
第
十
三
条
第
二
項
及
び
政
令
第
八
十
条
第
二
項
第
三
号
の

規
定
に
よ
る
医
薬
品
等
の
製
造
業
の
許
可
並
び
に
法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
こ
れ
ら
の
許
可
の
更
新
に
関
す
る
事
務

四

法
第
十
三
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
及
び
政
令
第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
の
製
造
業
の
許
可
の
区
分
の
変
更
及
び
追
加
の
許
可

並
び
に
法
第
十
三
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
及
び
政
令
第
八
十
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
等
の
製
造
業
の
許
可
の
区
分
の
変
更
及
び
追
加

の
許
可
に
関
す
る
事
務

五

法
第
十
四
条
第
一
項
及
び
政
令
第
八
十
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
並
び
に
法
第
十
四
条
第
一
項
及
び
政
令
第
八
十
条
第
二
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
医
療
機
器
の
製
造
販
売
の
承
認
並
び
に
法
第
十
四
条
第
九
項
及
び
政
令
第
八
十
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
の
製

造
販
売
の
承
認
事
項
の
変
更
の
承
認
並
び
に
法
第
十
四
条
第
九
項
及
び
政
令
第
八
十
条
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
医
療
機
器
の
製
造
販
売

の
承
認
事
項
の
変
更
の
承
認
に
関
す
る
事
務

六

法
第
十
四
条
第
六
項

(

同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

及
び
政
令
第
八
十
条
第
二
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
医
療
機
器

の
適
合
性
調
査
に
関
す
る
事
務

第
一
条
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
十
九
号
中

｢

第
四
条
第
一
項｣

を

｢

第
四
十
六
条
第
一

項｣

に
、

｢

及
び
医
薬
品｣

を

｢

、
医
薬
品｣

に
改
め
、

｢

販
売
業｣

の
下
に

｢

及
び
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
業
又
は
賃
貸
業｣

を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
二
十
二
号
と

し
、
同
条
第
十
八
号
中

｢

第
三
条｣

を

｢

第
四
十
五
条｣

に
、

｢

及
び
医
薬
品
の
販
売
業｣

を

｢

、
医
薬
品
の
販
売
業
及
び
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
業
又
は
賃
貸
業｣

に

改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
一
号
と
し
、
同
条
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
を
削
り
、
同
条
第
十
五
号
中

｢

第
一
条
の
四
の
四
第
一
項｣

を

｢

第
十
三
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
号
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を
同
条
第
二
十
号
と
し
、
同
条
第
十
四
号
中

｢

第
一
条
の
四
の
三
第
一
項｣

を

｢

第
十
二
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
九
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
六
号
を
加
え

る
。十

三

法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器

(

以
下

｢

高
度
管
理
医
療
機
器
等｣

と
い
う
。)

の
販
売
業
又
は
賃
貸
業

の
許
可
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
業
又
は
賃
貸
業
の
許
可
の
更
新
に
関
す
る
事
務

十
四

法
第
四
十
条
の
二
第
二
項
及
び
政
令
第
八
十
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
器
の
修
理
業
の
許
可
並
び
に
法
第
四
十
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
機

器
の
修
理
業
の
許
可
の
更
新
に
関
す
る
事
務

十
五

法
第
四
十
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
及
び
政
令
第
八
十
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
修
理
区
分
の
変
更
及
び
追
加
の
許
可
に
関
す
る
事
務

十
六

法
第
八
十
条
第
一
項
及
び
政
令
第
八
十
条
第
二
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
輸
出
用
の
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
医
療
機
器
の
適
合
性
調
査
に
関
す
る
事
務

十
七

政
令
第
五
条
第
一
項
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
の
許
可
証
の
書
換
え
交
付
に

関
す
る
事
務

十
八

政
令
第
六
条
第
一
項
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
の
許
可
証
の
再
交
付
に
関
す

る
事
務

第
一
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
十
三

政
令
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
政
令
第
十
二
条
第
一
項
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
器

の
修
理
業
の
許
可
証
の
書
換
え
交
付
に
関
す
る
事
務

二
十
四

政
令
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
政
令
第
十
三
条
第
一
項
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
器

の
修
理
業
の
許
可
証
の
再
交
付
に
関
す
る
事
務

� ���



別
表
第
一
号
中

｢

第
五
条
第
一
項｣

を

｢

第
四
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
表
第
二
号
中

｢

第
五
条
第
二
項｣

を

｢

第
四
条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
表
第
三
号
か
ら
第
十
一
号
ま

で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

� ���

医
療
機
器

化
粧
品

医
薬
部
外
品

ロ

第
二
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業

イ

第
一
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業

ロ

イ
に
掲
げ
る
製
造
販
売
業
以
外

の
製
造
販
売
業

イ

政
令
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す

る
医
薬
部
外
品

(

以
下

｢

適
合
性

調
査
対
象
医
薬
部
外
品｣

と
い

う
。)

の
製
造
販
売
を
す
る
製
造

販
売
業

十
四
万
三
千
三
百
円

十
五
万
千
六
百
円

七
万
千
三
百
円

七
万
千
三
百
円

十
四
万
三
千
三
百
円

三

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
の
許
可

を
受
け
よ
う
と
す
る
者

医
薬
品
等
製
造
販
売

業
許
可
申
請
手
数
料

医
薬
品

ハ

政
令
第
三
条
第
三
号
に
規
定
す

る
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品

(

以
下

｢

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品｣

と
い

う
。)

の
製
造
販
売
を
す
る
製
造

販
売
業

ロ

第
二
種
医
薬
品
製
造
販
売
業

(

ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

イ

第
一
種
医
薬
品
製
造
販
売
業

(

ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

六
千
五
百
円

十
四
万
三
千
三
百
円

十
五
万
千
六
百
円
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四

法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
の
許
可

の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

医
薬
品
等
製
造
販
売

業
許
可
更
新
申
請
手

数
料

医
薬
品

医
療
機
器

化
粧
品

ロ

第
二
種
医
薬
品
製
造
販
売
業

(

ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

イ

第
一
種
医
薬
品
製
造
販
売
業

(

ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

ハ

第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業

ロ

第
二
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業

イ

第
一
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業

の
製
造
販
売
業

十
万
五
千
百
円

十
一
万
六
百
円

十
一
万
千
六
百
円

十
四
万
三
千
三
百
円

十
五
万
千
六
百
円

七
万
千
三
百
円

五

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
医
薬
品
等
の
製
造
業
の
許
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
者

医
薬
品
等
製
造
業
許

可
申
請
手
数
料

医
薬
品

(

体

外
診
断
用
医

薬
品
を
除

く
。)

医
療
機
器

化
粧
品

医
薬
部
外
品

イ

薬
事
法
施
行
規
則

(

昭
和
三
十

六
年
厚
生
省
令
第
一
号
。
以
下

｢

省
令｣

と
い
う
。)
第
二
十
六

条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
無

ハ

第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業

ロ

第
二
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業

イ

第
一
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業

ロ

イ
に
掲
げ
る
製
造
販
売
業
以
外

の
製
造
販
売
業

イ

適
合
性
調
査
対
象
医
薬
部
外
品

の
製
造
販
売
を
す
る
製
造
販
売
業

ハ

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造

販
売
を
す
る
製
造
販
売
業

八
万
五
千
二
百
円

八
万
三
千
二
百
円

十
万
五
千
百
円

十
一
万
六
百
円

五
万
六
千
四
百
円

五
万
六
千
四
百
円

十
万
五
千
百
円

五
千
二
百
円
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五

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
医
薬
品
等
の
製
造
業
の
許
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
者

医
薬
品
等
製
造
業
許

可
申
請
手
数
料

医
薬
品

(

体

外
診
断
用
医

薬
品
を
除

く
。)

イ

薬
事
法
施
行
規
則

(

昭
和
三
十

六
年
厚
生
省
令
第
一
号
。
以
下

｢

省
令｣

と
い
う
。)

第
二
十
六

条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
無

菌
医
薬
品(

以
下｢

無
菌
医
薬
品｣

と
い
う
。)

の
製
造
工
程
の
全
部

又
は
一
部
を
行
う
製
造
業

(

ロ
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

ハ

第
三
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業

八
万
五
千
二
百
円

八
万
三
千
二
百
円

医
薬
部
外
品

医
薬
品

(

体

外
診
断
用
医

薬
品
に
限

る
。

イ

省
令
第
二
十
六
条
第
三
項
第
一

号
に
規
定
す
る
無
菌
医
薬
部
外
品

(

以
下

｢

無
菌
医
薬
部
外
品｣

と

い
う
。)

の
製
造
工
程
の
全
部
又

は
一
部
を
行
う
製
造
業

(

ロ
に
掲

も

を

く
。

ロ

医
薬
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
包

装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を
行
う

製
造
業

イ

ロ
に
掲
げ
る
製
造
業
以
外
の
製

造
業

ニ

イ
、
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
製
造

業
以
外
の
製
造
業

ハ

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
製
造

す
る
製
造
業

ロ

医
薬
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
包

装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を
行
う

製
造
業

八
万
五
千
二
百
円

三
万
九
百
円

六
万
五
千
六
百
円

六
万
五
千
六
百
円

一
万
千
円

三
万
九
百
円



� ���

医
薬
部
外
品

ロ

医
薬
部
外
品
の
製
造
工
程
の
う

ち
包
装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を

行
う
製
造
業

イ

省
令
第
二
十
六
条
第
三
項
第
一

号
に
規
定
す
る
無
菌
医
薬
部
外
品

(

以
下

｢

無
菌
医
薬
部
外
品｣

と

い
う
。)

の
製
造
工
程
の
全
部
又

は
一
部
を
行
う
製
造
業

(

ロ
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。)

三
万
九
百
円

八
万
五
千
二
百
円

医
療
機
器

化
粧
品

ロ

医
療
機
器
の
製
造
工
程
の
う
ち

包
装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を
行

う
製
造
業

イ

省
令
第
二
十
六
条
第
五
項
第
二

号
に
規
定
す
る
滅
菌
医
療
機
器

(

以
下

｢

滅
菌
医
療
機
器｣

と
い

う
。)

の
製
造
工
程
の
全
部
又
は

一
部
を
行
う
製
造
業

(

ロ
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。)

ロ

化
粧
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
包

装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を
行
う

製
造
業

イ

ロ
に
掲
げ
る
製
造
業
以
外
の
製

造
業

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
製
造
業
以

外
の
製
造
業

六
万
五
千
六
百
円

三
万
九
百
円

八
万
五
千
二
百
円

三
万
九
百
円

五
万
七
百
円

五
万
七
百
円
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ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
製
造
業
以

外
の
製
造
業

ロ

医
療
機
器
の
製
造
工
程
の
う
ち

包
装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を
行

う
製
造
業

る
も
の
を
除
く
。)

六
万
五
千
六
百
円

三
万
九
百
円

六

法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
医
薬
品
等
の
製
造
業
の
許
可
の
更

新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

医
薬
品
等
製
造
業
許

可
更
新
申
請
手
数
料

医
薬
部
外
品

医
薬
品

(

体

外
診
断
用
医

薬
品
に
限

る
。)

医
薬
品

(

体

外
診
断
用
医

薬
品
を
除

く
。)

イ

無
菌
医
薬
部
外
品
の
製
造
工
程

ロ

医
薬
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
包

装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を
行
う

製
造
業

イ

ロ
に
掲
げ
る
製
造
業
以
外
の
製

造
業

ニ

イ
、
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
製
造

業
以
外
の
製
造
業

ハ

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
製
造

す
る
製
造
業

ロ

医
薬
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
包

装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を
行
う

製
造
業

イ

無
菌
医
薬
品
の
製
造
工
程
の
全

部
又
は
一
部
を
行
う
製
造
業

(

ロ

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

六
万
四
千
五
百
円

二
万
七
千
四
百
円

五
万
八
百
円

五
万
八
百
円

五
千
八
百
円

二
万
七
千
四
百
円

六
万
四
千
五
百
円
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医
薬
部
外
品

イ

無
菌
医
薬
部
外
品
の
製
造
工
程

の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
製
造
業

(

ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を
行
う

製
造
業

六
万
四
千
五
百
円

医
療
機
器

化
粧
品

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
製
造
業
以

外
の
製
造
業

ロ

医
療
機
器
の
製
造
工
程
の
う
ち

包
装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を
行

う
製
造
業

イ

滅
菌
医
療
機
器
の
製
造
工
程
の

全
部
又
は
一
部
を
行
う
製
造
業

(

ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

ロ

化
粧
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
包

装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を
行
う

製
造
業

イ

ロ
に
掲
げ
る
製
造
業
以
外
の
製

造
業

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
製
造
業
以

外
の
製
造
業

ロ

医
薬
部
外
品
の
製
造
工
程
の
う

ち
包
装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を

行
う
製
造
業

五
万
八
百
円

二
万
七
千
四
百
円

六
万
四
千
五
百
円

二
万
七
千
四
百
円

四
万
八
百
円

四
万
八
百
円

二
万
七
千
四
百
円
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七

法
第
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ

る
製
造
業
の
許
可
の
区
分
の
変
更
又

は
追
加
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

者

医
薬
品
等
製
造
区
分

変
更
等
許
可
申
請
手

数
料

医
薬
部
外
品

医
薬
品

(

体

外
診
断
用
医

薬
品
に
限

る
。)

医
薬
品

(

体

外
診
断
用
医

薬
品
を
除

く
。)

イ

無
菌
医
薬
部
外
品
の
製
造
工
程

の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
製
造
業

(

ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

ロ

医
薬
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
包

装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を
行
う

製
造
業

イ

ロ
に
掲
げ
る
製
造
業
以
外
の
製

造
業

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
製
造
業
以

外
の
製
造
業

ロ

医
薬
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
包

装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を
行
う

製
造
業

イ

無
菌
医
薬
品
の
製
造
工
程
の
全

部
又
は
一
部
を
行
う
製
造
業

(

ロ

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

七
万
二
千
四
百
円

二
万
八
千
九
百
円

五
万
六
千
七
百
円

五
万
六
千
七
百
円

二
万
八
千
九
百
円

七
万
二
千
四
百
円

化
粧
品

イ

ロ
に
掲
げ
る
製
造
業
以
外
の
製

造
業

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
製
造
業
以

外
の
製
造
業

ロ

医
薬
部
外
品
の
製
造
工
程
の
う

ち
包
装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を

行
う
製
造
業

四
万
四
千
八
百
円

四
万
四
千
八
百
円

二
万
八
千
九
百
円
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八

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
医
療

機
器
の
製
造
販
売
の
承
認
を
受
け
よ

う
と
す
る
者

医
薬
品
等
製
造
販
売

承
認
申
請
手
数
料

医
薬
品

医
療
機
器

化
粧
品

イ

省
令
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二

号
に
規
定
す
る
医
療
用
医
薬
品

(

以
下

｢

医
療
用
医
薬
品｣

と
い

う
。)

の
製
造
販
売

(

ロ
及
び
ハ

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
製
造
業
以

外
の
製
造
業

ロ

医
療
機
器
の
製
造
工
程
の
う
ち

包
装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を
行

う
製
造
業

イ

滅
菌
医
療
機
器
の
製
造
工
程
の

全
部
又
は
一
部
を
行
う
製
造
業

(

ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

ロ

化
粧
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
包

装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を
行
う

製
造
業

イ

ロ
に
掲
げ
る
製
造
業
以
外
の
製

造
業

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
製
造
業
以

外
の
製
造
業

行
う
製
造
業

十
九
万
六
千
円

五
万
六
千
七
百
円

二
万
八
千
九
百
円

七
万
二
千
四
百
円

二
万
八
千
九
百
円

四
万
四
千
八
百
円

四
万
四
千
八
百
円

ハ

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造

ロ

日
本
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い

る
医
薬
品
の
製
造
販
売

(

ハ
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。)

九
十
円

四
万
四
千
二
百
円
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九

法
第
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ

る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
若
し
く
は

医
療
機
器
の
適
合
性
調
査

(

同
条
第

一
項
又
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
承

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
に
受
け

る
も
の
に
限
る
。)

又
は
法
第
八
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
輸
出
用
の

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
若
し
く
は
医

医
薬
品
等
承
認
申
請

時
等
適
合
性
調
査
申

請
手
数
料

医
薬
品

(

体

外
診
断
用
医

薬
品
を
除

く
。)

医
療
機
器

医
薬
部
外
品

ロ

医
薬
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
包

装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を
行
う

製
造
業
に
係
る
も
の

イ

無
菌
医
薬
品
の
製
造
工
程
の
全

部
又
は
一
部
を
行
う
製
造
業
に
係

る
も
の

(

ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。)

ニ

イ
、
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
製
造

販
売
以
外
の
製
造
販
売

ハ

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造

販
売

ロ

日
本
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い

る
医
薬
品
の
製
造
販
売

(

ハ
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。)

二
万
七
千
六
百
円

四
万
千
三
百
円

十
万
七
千
二
百
円

四
万
四
千
二
百
円

七
万
七
千
円

九
十
円

四
万
四
千
二
百
円

療
機
器
の
適
合
性
調
査

(

製
造
を
し

よ
う
と
す
る
と
き
に
受
け
る
も
の
に

限
る
。)

を
受
け
よ
う
と
す
る
者

医
薬
部
外
品

医
薬
品

(

体

外
診
断
用
医

薬
品
に
限

る
。)

イ

無
菌
医
薬
部
外
品
の
製
造
工
程

の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
製
造
業

ロ

医
薬
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
包

装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を
行
う

製
造
業
に
係
る
も
の

イ

ロ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
以
外

の
も
の

四
万
千
三
百
円

二
万
七
千
六
百
円

三
万
四
千
円

三
万
四
千
円
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医
療
機
器

医
薬
部
外
品

薬
品
に
限

る
。)

イ

滅
菌
医
療
機
器
の
製
造
工
程
の

全
部
又
は
一
部
を
行
う
製
造
業
に

係
る
も
の

(

ロ
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。)

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
以
外

の
も
の

ロ

医
薬
部
外
品
の
製
造
工
程
の
う

ち
包
装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を

行
う
製
造
業
に
係
る
も
の

イ

無
菌
医
薬
部
外
品
の
製
造
工
程

の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
製
造
業

に
係
る
も
の

(

ロ
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。)

ロ

医
薬
品
の
製
造
工
程
の

ち
包

装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を
行
う

製
造
業
に
係
る
も
の

四
万
千
三
百
円

三
万
四
千
円

二
万
七
千
六
百
円

四
万
千
三
百
円

二
万
七
千
六
百
円

十

法
第
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ

る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
若
し
く
は

医
療
機
器
の
適
合
性
調
査
又
は
法
第

八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
輸
出

用
の
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
若
し
く

は
医
療
機
器
の
適
合
性
調
査
を
受
け

医
薬
品
等
定
期
適
合

性
調
査
申
請
手
数
料

医
薬
品

(

体

外
診
断
用
医

薬
品
を
除

く
。)

ロ

医
薬
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
包

、

は

を

う

イ

無
菌
医
薬
品
の
製
造
工
程
の
全

部
又
は
一
部
を
行
う
製
造
業
に
係

る
も
の

(

ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。)

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
以
外

の
も
の

ロ

医
療
機
器
の
製
造
工
程
の
う
ち

包
装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を
行

う
製
造
業
に
係
る
も
の

五
万
五
千
八
百
円
に
、
製
造
品
目
の

に

を

じ

を

十
万
二
千
七
百
円
に
、
製
造
品
目
の

数
に
二
千
八
百
円
を
乗
じ
て
得
た
額

を
加
算
し
た
額

三
万
四
千
円

二
万
七
千
六
百
円
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医
療
機
器

医
薬
部
外
品

る
。)

イ

滅
菌
医
療
機
器
の
製
造
工
程
の

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
以
外

の
も
の

ロ

医
薬
部
外
品
の
製
造
工
程
の
う

ち
包
装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を

行
う
製
造
業
に
係
る
も
の

イ

無
菌
医
薬
部
外
品
の
製
造
工
程

の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
製
造
業

に
係
る
も
の

(

ロ
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。)

ロ

医
薬
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
包

装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を
行
う

製
造
業
に
係
る
も
の

十
万
二
千
七
百
円
に
、
製
造
品
目
の

七
万
七
千
七
百
円
に
、
製
造
品
目
の

数
に
千
五
百
円
を
乗
じ
て
得
た
額
を

加
算
し
た
額

五
万
五
千
八
百
円
に
、
製
造
品
目
の

数
に
五
百
円
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加

算
し
た
額

十
万
二
千
七
百
円
に
、
製
造
品
目
の

数
に
二
千
八
百
円
を
乗
じ
て
得
た
額

を
加
算
し
た
額

五
万
五
千
八
百
円
に
、
製
造
品
目
の

数
に
五
百
円
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加

算
し
た
額

十

法
第
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ

る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
若
し
く
は

医
療
機
器
の
適
合
性
調
査
又
は
法
第

八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
輸
出

用
の
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
若
し
く

は
医
療
機
器
の
適
合
性
調
査
を
受
け

よ
う
と
す
る
者

(

前
号
に
掲
げ
る
者

を
除
く
。)

医
薬
品
等
定
期
適
合

性
調
査
申
請
手
数
料

医
薬
品

(

体

外
診
断
用
医

薬
品
に
限

医
薬
品

(

体

外
診
断
用
医

薬
品
を
除

く
。)

イ

ロ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
以
外

の
も
の

ロ

医
薬
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
包

装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を
行
う

製
造
業
に
係
る
も
の

イ

無
菌
医
薬
品
の
製
造
工
程
の
全

部
又
は
一
部
を
行
う
製
造
業
に
係

る
も
の

(

ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。)

七
万
七
千
七
百
円
に
、
製
造
品
目
の

数
に
千
五
百
円
を
乗
じ
て
得
た
額
を

加
算
し
た
額

七
万
七
千
七
百
円
に
、
製
造
品
目
の

数
に
千
五
百
円
を
乗
じ
て
得
た
額
を

加
算
し
た
額

五
万
五
千
八
百
円
に
、
製
造
品
目
の

数
に
五
百
円
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加

算
し
た
額

十
万
二
千
七
百
円
に

製
造
品
目
の

数
に
二
千
八
百
円
を
乗
じ
て
得
た
額

を
加
算
し
た
額
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医
療
機
器

イ

滅
菌
医
療
機
器
の
製
造
工
程
の

全
部
又
は
一
部
を
行
う
製
造
業
に

係
る
も
の

(

ロ
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。)

十
万
二
千
七
百
円
に
、
製
造
品
目
の

数
に
二
千
八
百
円
を
乗
じ
て
得
た
額

を
加
算
し
た
額

十
一

法
第
十
四
条
第
九
項
の
規
定
に

よ
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
医

療
機
器
の
製
造
販
売
の
承
認
事
項
の

変
更
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

医
薬
品
等
製
造
販
売

変
更
承
認
申
請
手
数

料

医
薬
部
外
品

医
薬
品

ニ

イ
、
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
製
造

販
売
以
外
の
製
造
販
売

ハ

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造

販
売

ロ

日
本
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い

る
医
薬
品
の
製
造
販
売

(

ハ
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。)

イ

医
療
用
医
薬
品
の
製
造
販
売

(

ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。)

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
以
外

の
も
の

ロ

医
療
機
器
の
製
造
工
程
の
う
ち

包
装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
を
行

う
製
造
業
に
係
る
も
の

三
万
千
二
百
円

三
万
九
千
九
百
円

九
十
円

三
万
千
二
百
円

九
万
九
千
九
百
円

七
万
七
千
七
百
円
に
、
製
造
品
目
の

数
に
千
五
百
円
を
乗
じ
て
得
た
額
を

加
算
し
た
額

五
万
五
千
八
百
円
に
、
製
造
品
目
の

数
に
五
百
円
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加

算
し
た
額

の
も
の

数
に
千
五
百
円
を
乗
じ
て
得
た
額
を

加
算
し
た
額



別
表
中
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
五
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
六
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
二
十
三
号
を
削
り
、
同
表
第
二

十
二
号
中

｢

第
四
条
第
一
項｣

を

｢

第
四
十
六
条
第
一
項｣

に
、

｢

又
は
医
薬
品
の
販
売
業｣

を

｢

、
医
薬
品
の
販
売
業
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
業
若
し
く
は
賃
貸

業｣

に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
二
十
六
号
と
し
、
同
表
第
二
十
一
号
中

｢

第
三
条
第
一
項｣

を

｢

第
四
十
五
条
第
一
項｣

に
、

｢

又
は
医
薬
品
の
販
売
業｣

を

｢

、
医
薬
品
の
販

売
業
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
業
若
し
く
は
賃
貸
業｣

に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
二
十
五
号
と
し
、
同
表
第
二
十
号
中

｢

第
一
条
の
四
の
四
第
一
項｣

を

｢

第
十
三
条

第
一
項｣

に
、

｢

第
一
条
の
七｣

を

｢

第
五
十
五
条｣

に
、

｢

輸
入
販
売
業｣

を

｢

医
療
機
器
の
修
理
業｣

に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
二
十
四
号
と
し
、
同
表
第
十
九
号
中

｢

第

一
条
の
四
の
三
第
一
項｣

を

｢

第
十
二
条
第
一
項｣

に
、

｢
第
一
条
の
七｣

を

｢

第
五
十
五
条｣

に
、

｢

輸
入
販
売
業｣

を

｢

医
療
機
器
の
修
理
業｣

に
改
め
、
同
号
を
同
表
第

二
十
三
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

� ���

医
療
機
器

医
薬
部
外
品

ニ

イ
、
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
製
造

販
売
以
外
の
製
造
販
売

販
売

六
万
七
千
九
百
円

三
万
千
二
百
円

三
万
九
千
九
百
円

十
七

法
第
三
十
九
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販

売
業
又
は
賃
貸
業
の
許
可
の
更
新
を

受
け
よ
う
と
す
る
者

十
六

法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販

売
業
又
は
賃
貸
業
の
許
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
者

高
度
管
理
医
療
機
器

等
販
売
業
等
許
可
更

新
申
請
手
数
料

高
度
管
理
医
療
機
器

等
販
売
業
等
許
可
申

請
手
数
料

一
万
千
七
百
円

三
万
二
百
円



附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

� ���

二
十
二

政
令
第
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
の

許
可
証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す

る
者

二
十
一

政
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
の

許
可
証
の
書
換
え
交
付
を
受
け
よ
う

と
す
る
者

二
十

法
第
四
十
条
の
二
第
五
項
の
規

定
に
よ
る
修
理
区
分
の
変
更
又
は
追

加
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

十
九

法
第
四
十
条
の
二
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
医
療
機
器
の
修
理
業
の
許

可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

十
八

法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
医
療
機
器
の
修
理
業
の
許

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

医
薬
品
等
製
造
販
売

業
許
可
証
再
交
付
手

数
料

医
薬
品
等
製
造
販
売

業
許
可
証
書
換
え
交

付
手
数
料

医
療
機
器
修
理
区
分

変
更
等
許
可
申
請
手

数
料

医
療
機
器
修
理
業
許

可
更
新
申
請
手
数
料

医
療
機
器
修
理
業
許

可
申
請
手
数
料

三
千
円

二
千
円

一
万
七
千
五
百
円

四
万
七
千
六
百
円

六
万
九
千
四
百
円



青
森
県
魚
介
類
行
商
及
び
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
行
商
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
二
十
八
号

青
森
県
魚
介
類
行
商
及
び
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
行
商
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
魚
介
類
行
商
及
び
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
行
商
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
三
十
四
年
一
月
青
森
県
条
例
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中

｢

第
五
条
第
十
一
号｣

を

｢

第
三
十
五
条
第
十
四
号｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
児
童
福
祉
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
二
十
九
号

青
森
県
児
童
福
祉
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
児
童
福
祉
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

(

平
成
十
五
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

� ���



青
森
県
児
童
福
祉
法
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例

第
一
条
中

｢

第
百
六
十
四
号)

｣

を

｢

第
百
六
十
四
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
十
八
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
士
試
験
、
法｣

に
、

｢

徴
収｣

を

｢

徴
収
等｣

に
改
め
る
。

第
二
条
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中

｢

児
童
福
祉
法｣

を

｢

法｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

一

法
第
十
八
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

保
育
士
試
験
受
験
手
数
料

一
万
二
千
七
百
円

第
三
条
を
第
五
条
と
し
、
第
二
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(

指
定
試
験
機
関
に
試
験
事
務
を
行
わ
せ
た
場
合
の
受
験
手
数
料
の
納
入
等)

第
三
条

法
第
十
八
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
保
育
士
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
者

(

以
下

｢

指
定
試
験
機
関｣

と
い
う
。)

が
行
う

保
育
士
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
育
士
試
験
受
験
手
数
料
を
指
定
試
験
機
関
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
試
験
機
関
に
納
入
さ
れ
た
保
育
士
試
験
受
験
手
数
料
は
、
当
該
指
定
試
験
機
関
の
収
入
と
す
る
。

(

受
験
手
数
料
の
納
入
方
法)

第
四
条

保
育
士
試
験
受
験
手
数
料
は
、
県
の
収
入
と
な
る
額
に
つ
い
て
は
青
森
県
収
入
証
紙
を
も
っ
て
納
入
し
、
指
定
試
験
機
関
の
収
入
と
な
る
額
に
つ
い
て
は
当
該
指
定
試

験
機
関
の
試
験
事
務
規
程
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

� ���



(

青
森
県
保
育
士
試
験
受
験
手
数
料
徴
収
条
例
の
廃
止)

２

青
森
県
保
育
士
試
験
受
験
手
数
料
徴
収
条
例

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
三
十
四
号)

は
、
廃
止
す
る
。

青
森
県
児
童
福
祉
法
関
係
費
用
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
三
十
号

青
森
県
児
童
福
祉
法
関
係
費
用
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
児
童
福
祉
法
関
係
費
用
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

第
四
項
及
び
第
七
項｣

を

｢

第
五
項
及
び
第
八
項｣

に
改
め
、

｢

療
育
給
付
費
用｣

の
下
に

｢

、
特
定
慢
性
疾
患
医
療
給
付
費
用｣

を
加
え
る
。

第
二
条
第
二
項
第
三
号
中

｢

、
第
二
項
若
し
く
は
第
六
項｣

を

｢
若
し
く
は
第
二
項｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

特
定
慢
性
疾
患
医
療
給
付
費
用

法
第
五
十
条
第
五
号
の
二
の
規
定
に
よ
り
県
が
支
弁
す
る
法
第
二
十
一
条
の
九
の
二
に
規
定
す
る
医
療
の
給
付

(

以
下

｢

特
定
慢
性
疾

患
医
療
の
給
付｣

と
い
う
。)

に
要
す
る
費
用
を
い
う
。

第
七
条
中

｢

療
育
給
付
費
用｣

の
下
に

｢

、
特
定
慢
性
疾
患
医
療
給
付
費
用｣

を
加
え
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
六
条
中

｢

療
育
徴
収
金｣

の
下
に

｢

、
特
定
慢
性
疾
患
医
療
納
入
金
、
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る
徴
収
金｣

を
加
え
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

特
定
慢
性
疾
患
医
療
給
付
費
用
の
納
入
等)

� ���



第
五
条

知
事
は
、
特
定
慢
性
疾
患
医
療
の
給
付
を
受
け
る
者
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
者
に
対
し
て
、
特
定
慢
性
疾
患
医
療
給
付
費
用
を
特
定
慢
性
疾
患

医
療
の
給
付
を
行
う
医
療
機
関
に
支
払
う
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
慢
性
疾
患
医
療
の
給
付
を
行
う
医
療
機
関
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
定
慢
性
疾
患
医
療
給
付
費
用(

以
下｢

特
定
慢
性
疾
患
医
療
納
入
金｣

と
い
う
。)
の
額
は
、
特
定
慢
性
疾
患
医
療
の
給
付
を
受
け
る
者
に
係
る
特
定
慢
性
疾
患
医
療
給
付
費
用
の
額
の
範
囲
内
で
、
同
項
に
規
定
す
る
者
の
負
担
能
力
に
応
じ
て
、

規
則
で
定
め
る
。

３

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
慢
性
疾
患
医
療
納
入
金
を
支
払
う
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
場
合
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
者
が
当
該
特
定
慢
性
疾
患
医
療
納
入
金
の

全
部
又
は
一
部
を
支
払
わ
な
か
っ
た
た
め
県
が
当
該
特
定
慢
性
疾
患
医
療
納
入
金
に
係
る
特
定
慢
性
疾
患
医
療
給
付
費
用
を
支
弁
し
た
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
者
か
ら
、

そ
の
支
払
わ
な
か
っ
た
額
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
使
用
料
及
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
三
十
一
号

青
森
県
工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
使
用
料
及
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
使
用
料
及
び
手
数
料
徴
収
条
例

(

平
成
十
五
年
三
月
青
森
県
条
例
第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

� ����



別
表
第
一
第
一
号
中

｢

｣

を

｢

｣

に
改
め
、
同
表
第
二
号
中

｢

を

｣

｢

｣

に
、

｢

� ����

火
入
装
置

小
麦
割
砕
機

小
麦
し
ゃ
ほ
う
機

一
時
間
ま
で
ご
と
に

六
百
円

一
時
間
ま
で
ご
と
に

百
円

一
時
間
ま
で
ご
と
に

百
六
十
円

火
入
装
置

一
時
間
ま
で
ご
と
に

六
百
円

木
材
乾
燥
機

木
工
刃
物
研
磨
機

ホ
ッ
ト
プ
レ
ス

一
時
間
ま
で
ご
と
に

九
百
円

一
時
間
ま
で
ご
と
に

六
十
円

一
時
間
ま
で
ご
と
に

二
百
七
十
円

ジ
ェ
ッ
ト
ク
リ
ー
ナ
ー

ス
ク
リ
ー
ン
枠
横
型
乾
燥
機

写
植
機

一
時
間
ま
で
ご
と
に

百
二
十
円

一
時
間
ま
で
ご
と
に

二
百
四
十
円

一
時
間
ま
で
ご
と
に

三
百
三
十
円

ホ
ッ
ト
プ
レ
ス

一
時
間
ま
で
ご
と
に

二
百
七
十
円



を

｣

｢

｣

に
改
め
、
同
表
第
四
号
中

｢

｣

を

｢

｣

に
、

｢

� ����

高
速
面
取
盤

恒
温
恒
湿
装
置

ジ
ェ
ッ
ト
ク
リ
ー
ナ
ー

ス
ク
リ
ー
ン
枠
横
型
乾
燥
機

一
時
間
ま
で
ご
と
に

百
二
十
円

一
時
間
ま
で
ご
と
に

七
百
三
十
円

一
時
間
ま
で
ご
と
に

百
二
十
円

一
時
間
ま
で
ご
と
に

二
百
四
十
円

高
周
波
木
材
加
熱
装
置

高
速
面
取
盤

恒
温
恒
湿
装
置

三
本
ロ
ー
ル
機

一
時
間
ま
で
ご
と
に

七
百
六
十
円

一
時
間
ま
で
ご
と
に

百
二
十
円

一
時
間
ま
で
ご
と
に

七
百
三
十
円

一
時
間
ま
で
ご
と
に

二
百
十
円

コ
ロ
イ
ド
ミ
ル

果
汁
製
造
機
械

一
時
間
ま
で
ご
と
に

百
二
十
円

一
時
間
ま
で
ご
と
に

四
千
百
円

コ
ロ
イ
ド
ミ
ル

一
時
間
ま
で
ご
と
に

百
二
十
円

全
自
動
真
空
包
装
機

真
空
冷
凍
乾
燥
機

熱
風
乾
燥
装
置

一
時
間
ま
で
ご
と
に

三
百
九
十
円

一
時
間
ま
で
ご
と
に

四
百
九
十
円

一
時
間
ま
で
ご
と
に

百
七
十
円



を

｣

｢

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
発
電
用
施
設
等
所
在
市
町
村
等
企
業
導
入
促
進
基
金
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
三
十
二
号

青
森
県
発
電
用
施
設
等
所
在
市
町
村
等
企
業
導
入
促
進
基
金
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

青
森
県
発
電
用
施
設
等
所
在
市
町
村
等
企
業
導
入
促
進
基
金
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

青
森
県
発
電
用
施
設
等
所
在
市
町
村
等
企
業
導
入
促
進
基
金
条
例

(

平
成
六
年
三
月
青
森
県
条
例
第
七
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

� ����

遠
赤
外
線
乾
燥
機

全
自
動
真
空
包
装
機

真
空
冷
凍
乾
燥
機

一
時
間
ま
で
ご
と
に

六
百
七
十
円

一
時
間
ま
で
ご
と
に

三
百
九
十
円

一
時
間
ま
で
ご
と
に

四
百
九
十
円

全
自
動
真
空
包
装
機

真
空
冷
凍
乾
燥
機

一
時
間
ま
で
ご
と
に

三
百
九
十
円

一
時
間
ま
で
ご
と
に

四
百
九
十
円



第
六
条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

繰
替
運
用)

第
六
条

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を
定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

青
森
県
む
つ
小
川
原
工
業
基
地
企
業
立
地
促
進
基
金
条
例
の
一
部
改
正)

第
二
条

青
森
県
む
つ
小
川
原
工
業
基
地
企
業
立
地
促
進
基
金
条
例

(

平
成
六
年
三
月
青
森
県
条
例
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

繰
替
運
用)

第
五
条

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を
定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

青
森
県
発
電
用
施
設
等
所
在
市
町
村
等
振
興
基
金
条
例
の
一
部
改
正)

第
三
条

青
森
県
発
電
用
施
設
等
所
在
市
町
村
等
振
興
基
金
条
例

(

平
成
十
年
三
月
青
森
県
条
例
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

繰
替
運
用)

第
六
条

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を
定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

� ����



こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
地
方
卸
売
市
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
三
十
三
号

青
森
県
地
方
卸
売
市
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
地
方
卸
売
市
場
条
例

(

昭
和
四
十
七
年
四
月
青
森
県
条
例
第
二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
第
四
号
中

｢

方
法｣

の
下
に

｢
(
委
託
手
数
料
に
関
す
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
規
則
で
定
め
る
も
の)

｣

を
加
え
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項

第
六
号
中

｢

行
な
う｣

を

｢

行
う｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中

｢

行
な
う｣

を

｢

行
う｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

卸
売
の
業
務
に
係
る
物
品
の
品
質
管
理
の
方
法

第
五
条
第
二
項
及
び
第
六
条
第
二
項
中

｢

第
六
号｣

を

｢

第
七
号｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
三
条

削
除

第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
五
条

削
除

� ����



附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
五
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
卸
売
市
場
法

(

昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号)

第
五
十
五
条
の
許
可
を
受
け
て
開
設
さ
れ
て
い
る
地
方
卸
売
市
場

(

以
下

｢

既
設
地
方
卸
売
市
場｣

と
い
う
。)

を
開
設
し
て
い
る
者
は
、
改
正
後
の
青
森
県
地
方
卸
売
市
場
条
例

(

以
下

｢

改
正
後
の
条
例｣

と
い
う
。)

の
規
定
に
よ
り
必
要
と
な

る
業
務
規
程
の
変
更
に
つ
き
、
平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
、
同
法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

既
設
地
方
卸
売
市
場
の
業
務
規
程
は
、
平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日

(

同
日
ま
で
に
前
項
の
申
請
に
係
る
業
務
規
程
の
変
更
の
承
認
の
処
分
が
あ
っ
た
既
設
地
方
卸
売
市
場

に
あ
っ
て
は
当
該
変
更
の
承
認
に
係
る
業
務
規
程
の
効
力
が
発
生
す
る
日
、
平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
に
同
項
の
申
請
に
係
る
業
務
規
程
の
変
更
の
承
認
又
は
変
更
の

承
認
の
拒
否
の
処
分
が
な
か
っ
た
既
設
地
方
卸
売
市
場
に
あ
っ
て
は
当
該
変
更
の
承
認
又
は
変
更
の
承
認
の
拒
否
の
処
分
が
あ
っ
た
日

(

当
該
変
更
の
承
認
の
処
分
が
あ
っ
た

日
後
に
当
該
変
更
の
承
認
に
係
る
業
務
規
程
の
効
力
が
発
生
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
効
力
が
発
生
す
る
日)

)

ま
で
は
、
改
正
後
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

業
務
規
程
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
業
務
規
程
と
改
正
後
の
条
例
の
規
定
が
抵
触
す
る
と
き
は
、
当
該
抵
触
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
条
例
の
規
定

は
、
適
用
し
な
い
。

青
森
県
農
業
大
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
三
十
四
号

青
森
県
農
業
大
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

� ����



青
森
県
農
業
大
学
校
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中

｢

農
業
改
良
普
及
員
そ
の
他｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
家
畜
検
査
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
三
十
五
号

青
森
県
家
畜
検
査
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
家
畜
検
査
手
数
料
等
徴
収
条
例

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
六
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
号
中

｢

｣

を

｢

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

� ����

ブ
ル
セ
ラ
病
及
び
ヨ
ー

ネ
病
の
検
査
を
同
時
に

受
け
る
場
合

ヨ
ー
ネ
病

五
百
七
十
円

四
百
五
十
円

ヨ
ー
ネ
病

四
百
五
十
円



青
森
県
酪
農
振
興
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
三
十
六
号

青
森
県
酪
農
振
興
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
酪
農
振
興
セ
ン
タ
ー
条
例

(
昭
和
四
十
四
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中

｢

二
百
二
十
頭｣

を

｢

三
百
六
十
頭｣

に
、

｢

三
百
頭｣

を

｢

六
十
頭｣

に
改
め
る
。

第
九
条
を
削
る
。

第
十
条
中

｢

条
例｣

の
下
に

｢

及
び
青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
七
年
三
月
青
森
県
条
例
第
六
号)

｣

を
加
え
、
同
条
を
第
九
条

と
す
る
。

別
表
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
飼
養
管
理
す
る
場
合
の
使
用
料

(

人
工
授
精
料
を
含
む
。)

一
頭
一
日
に
つ
き

四
百
八
十
円

別
表
第
二
号
の
表
中

｢

二
百
五
十
円｣

を

｢

三
百
六
十
円｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
及
び
別
表
の
改
正
規
定
並
び
に
次
項
の
規
定
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

� ����



２

別
表
の
改
正
規
定
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
使
用
の
許
可
に
係
る
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
小
型
漁
船
総
ト
ン
数
測
度
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
三
十
七
号

青
森
県
小
型
漁
船
総
ト
ン
数
測
度
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
小
型
漁
船
総
ト
ン
数
測
度
手
数
料
等
徴
収
条
例

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
七
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
小
型
漁
船
総
ト
ン
数
測
度
手
数
料
徴
収
条
例

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
小
型
漁
船
の
総
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
政
令

(

昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
五
十
九
号
。
以
下

｢

政
令｣

と
い
う
。)

第
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
小
型
漁
船
の
総
ト
ン
数
の
測
度
の
手
数
料
の
徴
収
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
の
見
出
し
を

｢
(

小
型
漁
船
総
ト
ン
数
測
度
手
数
料
の
納
入)

｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

別
表
に
掲
げ
る｣

を

｢

政
令
第
一
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
小
型

漁
船
の
総
ト
ン
数
の
測
度
を
受
け
よ
う
と
す
る｣

に
、

｢

同
表｣

を

｢

別
表｣

に
、

｢

手
数
料｣

を

｢

小
型
漁
船
総
ト
ン
数
測
度
手
数
料｣

に
改
め
る
。

第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定

(

見
出
し
を
含
む
。)

中

｢

手
数
料｣

を

｢

小
型
漁
船
総
ト
ン
数
測
度
手
数
料｣
に
改
め
る
。
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別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表

(

第
二
条
関
係)

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
特
殊
車
両
通
行
許
可
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
三
十
八
号

� ����

総
ト
ン
数
三
ト
ン
未
満
の
小
型
漁
船

総
ト
ン
数
三
ト
ン
以
上
五
ト
ン
未
満
の
小
型
漁
船

総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
二
十
ト
ン
未
満
の
小
型
漁
船

区

分

全
部
の
容
積
の
測
度
及
び
上
甲
板
下
全
部
の
容
積
の
測
度
以
外
の
測
度

全
部
の
容
積
の
測
度
又
は
上
甲
板
下
全
部
の
容
積
の
測
度

全
部
の
容
積
の
測
度
及
び
上
甲
板
下
全
部
の
容
積
の
測
度
以
外
の
測
度

全
部
の
容
積
の
測
度
又
は
上
甲
板
下
全
部
の
容
積
の
測
度

一
隻
に
つ
き

七
百
五
十
円

(

実
測
を
要
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
一
万
四
千
円)

一
隻
に
つ
き

一
万
四
千
円

一
隻
に
つ
き

一
万
九
千
円

一
隻
に
つ
き

二
万
六
千
円

一
隻
に
つ
き

三
万
七
千
円

金

額



青
森
県
特
殊
車
両
通
行
許
可
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
特
殊
車
両
通
行
許
可
手
数
料
条
例

(

昭
和
四
十
七
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

一
件
に
つ
き
千
五
百
円｣

を

｢

当
該
受
け
よ
う
と
す
る
許
可
に
係
る
一
通
行
経
路
ご
と
に
二
百
円｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
空
港
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
三
十
九
号

青
森
空
港
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
空
港
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
九
月
青
森
県
条
例
第
八
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中

｢

重
量｣

を

｢

使
用｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
本
文
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
空
港
施
設
を
使
用
す
る
者
は
、
国
際
民
間
航
空
条
約
の
附
属
書
十
四
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
航
空
機
等
級
番
号
が

八
十
三
を
超
え
る
航
空
機
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
五
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中

｢

第
一
項
た
だ
し
書｣

を

｢

前
項
た
だ
し
書｣

に
、

｢

ひ
ん
度｣
を

｢

頻
度｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

附

則
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こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
四
十
号

青
森
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
都
市
公
園
条
例

(

昭
和
五
十
三
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

命
令｣

の
下
に

｢

並
び
に
青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
七
年
三
月
青
森
県
条
例
第
六
号)

｣

を
加
え
る
。

第
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
た
場
合
の
使
用
料
金
の
納
入
等)

第
十
七
条

青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者

(

以
下

｢

指
定
管
理
者｣

と
い
う
。)

に
都

市
公
園
の
管
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
第
五
条
第
一
項
又
は
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

使
用
に
係
る
料
金

(

以
下

｢

使
用
料
金｣

と
い
う
。)

を
当
該
指
定
管
理
者
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

使
用
料
金
の
額
は
、
別
表
第
二
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
定
め
る
使
用
料
の
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
て
指
定
管
理
者
が
定
め
る
も
の

と
す
る
。
使
用
料
金
の
額
を
変
更
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
納
入
さ
れ
た
使
用
料
金
は
、
当
該
指
定
管
理
者
の
収
入
と
す
る
。

� ����



４

指
定
管
理
者
は
、
公
益
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
使
用
料
金
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
一
青
森
県
総
合
運
動
公
園
の
項
中

｢

庭
球
場

蹴
し
ゆ
う

球
場｣

を
削
る
。

別
表
第
二
中

｢

第
十
六
条｣

の
下
に

｢

、
第
十
七
条｣

を
加
え
、
同
表
第
四
号
ア
の
表
庭
球
場
の
項
及
び
蹴
し
ゆ
う
球
場
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
の
改
正
規
定
並
び
に
別
表
第
二
第
四
号
ア
の
表
庭
球
場
の
項
及
び
蹴
し
ゆ
う
球
場
の
項
を
削
る
改
正
規
定
は
、

平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
二
級
建
築
士
及
び
木
造
建
築
士
の
免
許
手
数
料
等
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
四
十
一
号

青
森
県
二
級
建
築
士
及
び
木
造
建
築
士
の
免
許
手
数
料
等
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
二
級
建
築
士
及
び
木
造
建
築
士
の
免
許
手
数
料
等
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例

(
平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
八
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

第
二
十
三
条
の
二
第
一
項｣

を

｢

第
二
十
三
条
の
二｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
号
中

｢

一
万
三
千
九
百
円｣

を

｢

一
万
五
千
百
円｣

に
改
め
る
。

附

則
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こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
四
十
二
号

青
森
県
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
号
中

｢

委
託
し｣

を

｢

行
わ
せ｣

に
、
｢
当
該
委
託｣

を

｢

当
該
管
理
の
業
務｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
五
年
法
律
第
八
十
一
号)
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
四
条
の
二

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
の
施
設
の
管
理
の
委
託
を
受
け
た
も
の
の
出
納
そ
の
他
の
事
務
の
執
行
で
当
該
委
託
に
係
る
も
の
の
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

� ����



青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
四
十
三
号

青
森
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
四
十
一
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
八
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中

｢

及
び
第
四
号｣

を
削
る
。

第
二
条
中
第
四
項
を
削
り
、
第
五
項
を
第
四
項
と
す
る
。

第
三
条
中

｢

第
四
号｣

を

｢

第
三
号｣
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
水
族
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
四
十
四
号

青
森
県
水
族
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
水
族
館
条
例

(

昭
和
五
十
八
年
三
月
青
森
県
条
例
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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(

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
た
場
合
の
利
用
料
金
の
納
入
等)

第
六
条

青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
七
年
三
月
青
森
県
条
例
第
六
号)

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者

(
以
下

｢

指
定
管
理
者｣

と
い
う
。)

に
水
族
館
の
管
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
水
族
館
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

利
用
に
係
る
料
金

(

以
下

｢

利
用
料
金｣

と
い
う
。)

を
当
該
指
定
管
理
者
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

利
用
料
金
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
入
館
料
の
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
て
指
定
管
理
者
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
利
用
料
金
の
額
を
変

更
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
納
入
さ
れ
た
利
用
料
金
は
、
当
該
指
定
管
理
者
の
収
入
と
す
る
。

４

指
定
管
理
者
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
利
用
料
金
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条
中

｢

条
例｣

の
下
に

｢

及
び
青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例｣

を
加
え
る
。

別
表
中

｢

第
三
条｣

の
下
に

｢

、
第
六
条｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
営
駐
車
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
四
十
五
号

� ����



青
森
県
営
駐
車
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
営
駐
車
場
条
例

(

昭
和
五
十
九
年
三
月
青
森
県
条
例
第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
及
び
第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

設
置)

第
一
条

一
般
公
衆
の
利
用
に
供
す
る
た
め
、
青
森
市
に
青
森
県
営
駐
車
場

(

以
下

｢

駐
車
場｣

と
い
う
。)

を
設
置
す
る
。

(

収
容
台
数)

第
二
条

駐
車
場
の
収
容
台
数
は
、
五
百
十
台
と
す
る
。

第
八
条
中

｢

条
例｣

の
下
に

｢

及
び
青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
七
年
三
月
青
森
県
条
例
第
六
号)

｣

を
加
え
、

｢

管
理
運
営｣

を

｢

管
理｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
の
改
正
規
定

(
｢

管
理
運
営｣

を

｢

管
理｣

に
改
め
る
部
分
を
除
く
。)

は
、
規
則
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
の
委
員
の
定
数
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
四
十
六
号
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青
森
県
教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
の
委
員
の
定
数
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
の
委
員
の
定
数
等
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
二
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中

｢

二
十
人｣

を

｢

十
七
人｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
四
十
七
号

青
森
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
与
条
例

(
昭
和
五
十
年
三
月
青
森
県
条
例
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
号
中

｢

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構｣

を

｢

財
団
法
人
青
森
県
育
英
奨
学
会｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

� ����



平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
四
十
八
号

青
森
県
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
学
校
職
員
定
数
条
例

(

昭
和
三
十
六
年
三
月
青
森
県
条
例
第
二
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
項
の
表
中｢

三
、
五
〇
五
人｣

を｢

三
、
四
二
二
人｣

に
、｢

二
一
〇
人｣

を｢

二
一
六
人｣

に
、｢

一
、
一
一
九
人｣

を｢

一
、
一
二
五
人｣

に
、｢

三
、
五
九
〇
人｣

を

｢

三
、
五
八
三
人｣

に
、

｢

六
、
一
二
二
人｣

を

｢

六
、
一
三
一
人｣

に
、

｢

一
四
、
五
七
一
人｣

を

｢

一
四
、
五
〇
二
人｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
生
涯
学
習
審
議
会
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
四
十
九
号

青
森
県
生
涯
学
習
審
議
会
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
生
涯
学
習
審
議
会
設
置
条
例

(

平
成
四
年
三
月
青
森
県
条
例
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

第
十
一
条
第
一
項｣

を

｢

第
十
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。
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第
二
条
第
一
項
中

｢

二
十
五
人｣

を

｢

二
十
人｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
営
ス
ケ
ー
ト
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
五
十
号

青
森
県
営
ス
ケ
ー
ト
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
営
ス
ケ
ー
ト
場
条
例

(

昭
和
六
十
年
三
月
青
森
県
条
例
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
た
場
合
の
使
用
料
金
の
納
入
等)

第
七
条

青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
七
年
三
月
青
森
県
条
例
第
六
号)

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者

(

以
下

｢

指
定
管
理
者｣

と
い
う
。)

に
ス
ケ
ー
ト
場
の
管
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
使
用
者

(

食
堂
施
設
又
は
売
店
施
設
の
使
用
者
を
除
く
。)

は
、
第
四
条

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
使
用
に
係
る
料
金

(

以
下

｢

使
用
料
金｣

と
い
う
。)

を
当
該
指
定
管
理
者
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

使
用
料
金
の
額
は
、
別
表
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
定
め
る
使
用
料
の
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
て
指
定
管
理
者
が
定
め
る
も
の
と
す

る
。
使
用
料
金
の
額
を
変
更
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。
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３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
納
入
さ
れ
た
使
用
料
金
は
、
当
該
指
定
管
理
者
の
収
入
と
す
る
。

４

指
定
管
理
者
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
使
用
料
金
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
中

｢

条
例｣

の
下
に

｢

及
び
青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例｣

を
加
え
る
。

別
表
中

｢
第
四
条｣

の
下
に

｢

、
第
七
条｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
武
道
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
五
十
一
号

青
森
県
武
道
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
武
道
館
条
例

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
九
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
た
場
合
の
使
用
料
金
の
納
入
等)

第
七
条

青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
七
年
三
月
青
森
県
条
例
第
六
号)

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者

(

以
下｢

指
定
管
理
者｣

と
い
う
。)

に
武
道
館
の
管
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
使
用
者(

売
店
設
置
等
の
た
め
の
使
用
者
及
び
食
堂
施
設
の
使
用
者
を
除
く
。)
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は
、
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
使
用
に
係
る
料
金

(

以
下

｢

使
用
料
金｣

と
い
う
。)

を
当
該
指
定
管
理
者
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

使
用
料
金
の
額
は
、
別
表
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
定
め
る
使
用
料
の
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
て
指
定
管
理
者
が
定
め
る
も
の
と
す

る
。
使
用
料
金
の
額
を
変
更
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
納
入
さ
れ
た
使
用
料
金
は
、
当
該
指
定
管
理
者
の
収
入
と
す
る
。

４

指
定
管
理
者
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
使
用
料
金
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
中

｢

条
例｣

の
下
に

｢
及
び
青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例｣

を
加
え
る
。

別
表
中

｢

第
四
条｣

の
下
に

｢

、
第
七
条｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
警
察
本
部
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
五
十
二
号

青
森
県
警
察
本
部
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

青
森
県
警
察
本
部
組
織
条
例

(

平
成
六
年
十
月
青
森
県
条
例
第
四
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
中
�
及
び
�
を
削
り
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

� ����



�

人
事
、
定
員
及
び
給
与
に
関
す
る
こ
と
。

�

監
察
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
第
一
号
�
中

｢

及
び
監
察｣

を
削
り
、
同
号
中
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
	
を
�
と
し
、
�
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

	

福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
第
三
号
中


を
削
り
、
�
を


と
し
、
�
を
�
と
し
、

を
�
と
し
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



薬
物
及
び
銃
器
に
関
す
る
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

�

組
織
犯
罪
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と

(

他
の
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。)

。

�

国
際
捜
査
共
助
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
第
五
号
中


か
ら

ま
で
を
削
り
、
�
を


と
し
、
�
を
�
と
し
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

�

警
備
実
施
に
関
す
る
こ
と
。



災
害
警
備
に
関
す
る
こ
と
。

�

機
動
隊
に
関
す
る
こ
と
。

�

緊
急
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
計
画
及
び
そ
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
条

青
森
県
警
察
本
部
組
織
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
中
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
	
を
�
と
し
、
�
を
	
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と

し
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、
�
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

�

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。
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附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
七
年
三
月
青
森
県

条
例
第
二
十
一
号)

附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
警
察
職
員
定
員
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
五
十
三
号

青
森
県
警
察
職
員
定
員
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
警
察
職
員
定
員
条
例

(

昭
和
二
十
九
年
六
月
青
森
県
条
例
第
四
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
の
表
中｢

九
五
人｣

を｢

九
六
人｣

に
、｢

一
九
四
人｣

を｢

一
九
五
人｣

に
、｢

六
二
一
人｣

を｢

六
三
〇
人｣

に
、｢

六
四
一
人｣

を｢

六
五
〇
人｣

に
、

｢

六
五
九
人｣

を

｢

六
六
九
人｣

に
、

｢

二
、
二
一
〇
人｣

を

｢

二
、
二
四
〇
人｣

に
、

｢

二
、
六
〇
九
人｣

を

｢

二
、
六
三
九
人｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
道
路
交
通
法
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

� ����



青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
五
十
四
号

青
森
県
道
路
交
通
法
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
道
路
交
通
法
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
百
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

及
び
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
一
号)

附
則
第
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同

法
に
よ
る
改
正
前
の
法

(

以
下

｢
旧
法｣

と
い
う
。)

第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
の
規
定
に
よ
る
講
習
に
関
す
る
事
務｣

を
削
る
。

別
表
第
七
号
中

｢

千
七
百
五
十
円｣
を

｢

千
六
百
五
十
円｣

に
改
め
、
同
表
第
八
号
中

｢

三
千
三
百
五
十
円｣

を

｢

三
千
二
百
円｣

に
改
め
、
同
表
第
十
四
号
中

｢

二
千
二
百

五
十
円｣

を

｢

二
千
百
円｣

に
改
め
、
同
表
第
二
十
号
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
な
さ
れ
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
人
事
委
員
会
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
五
十
五
号

青
森
県
人
事
委
員
会
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

� ����



青
森
県
人
事
委
員
会
設
置
条
例

(

昭
和
二
十
六
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中

｢

委
員
の
う
ち
、
委
員
長
は
常
勤
と
し
、
そ
の
他
の
委
員
は｣

を

｢

委
員
は
、｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
改
良
普
及
員
資
格
試
験
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
五
十
六
号

青
森
県
改
良
普
及
員
資
格
試
験
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

青
森
県
改
良
普
及
員
資
格
試
験
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
七
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
八
十
九
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
地
域
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾
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青
森
県
条
例
第
五
十
七
号

青
森
県
地
域
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

青
森
県
地
域
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
四
十
四
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
林
業
改
良
指
導
員
資
格
試
験
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
五
十
八
号

青
森
県
林
業
改
良
指
導
員
資
格
試
験
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

青
森
県
林
業
改
良
指
導
員
資
格
試
験
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
三
十
二
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
五
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

市
町
村
の
合
併
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日
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青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
五
十
九
号

市
町
村
の
合
併
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

(

青
森
県
行
政
機
関
設
置
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

青
森
県
行
政
機
関
設
置
条
例

(

昭
和
三
十
六
年
一
月
青
森
県
条
例
第
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
三
項
の
表
三
戸
地
方
農
林
水
産
事
務
所
の
項
中

｢

、
上
北
町｣

を
削
り
、
同
表
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
の
項
中

｢

五
所
川
原
市｣

を

｢

旧
五
所
川
原
市｣

に
、

｢

市
浦
村
及
び
小
泊
村｣

を

｢

旧
市
浦
村
及
び
旧
小
泊
村｣

に
改
め
、
同
表
上
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
の
項
中

｢

、
天
間
林
村｣

を
削
り
、
同
表
西
地
方
農
林
水
産
事
務
所

の
項
中

｢

市
浦
村
、
小
泊
村｣

を

｢

旧
市
浦
村
、
旧
小
泊
村｣

に
改
め
、
同
条
第
七
項
の
表
西
地
方
農
林
水
産
事
務
所
の
項
中

｢

市
浦
村
、
小
泊
村｣

を

｢

旧
市
浦
村
、
旧
小

泊
村｣

に
改
め
る
。

(

青
森
県
立
自
然
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正)

第
二
条

青
森
県
立
自
然
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
条
例

(

平
成
四
年
三
月
青
森
県
条
例
第
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
の
表
中

｢

南
津
軽
郡
浪
岡
町｣

を

｢

青
森
市｣

に
改
め
る
。

(

青
森
県
十
二
湖
エ
コ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正)

第
三
条

青
森
県
十
二
湖
エ
コ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
セ
ン
タ
ー
条
例

(

平
成
十
一
年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

西
津
軽
郡
岩
崎
村｣

を

｢

西
津
軽
郡
深
浦
町｣

に
改
め
る
。

第
三
条
中

｢

岩
崎
村｣

を

｢

深
浦
町｣

に
改
め
る
。

(

青
森
県
流
域
下
水
道
条
例
の
一
部
改
正)
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第
四
条

青
森
県
流
域
下
水
道
条
例

(

昭
和
六
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
の
表
岩
木
川
流
域
下
水
道
の
項
中

｢

弘
前
市｣

を

｢

青
森
市
、
弘
前
市｣

に
改
め
、

｢

、
浪
岡
町｣

及
び

｢

、
常
盤
村｣

を
削
る
。

(
青
森
県
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
改
正)

第
五
条

青
森
県
立
学
校
設
置
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
五
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
青
森
県
立
青
森
戸
山
高
等
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

表
青
森
県
立
五
所
川
原
東
高
等
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

表
青
森
県
立
金
木
高
等
学
校
の
項
及
び
青
森
県
立
中
里
高
等
学
校
の
項
を
削
り
、
同
表
青
森
県
立
鶴
田
高
等
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

表
青
森
県
立
浪
岡
高
等
学
校
の
項
を
削
り
、
同
表
青
森
県
立
七
戸
高
等
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

表
青
森
県
立
八
甲
田
高
等
学
校
の
項
を
削
り
、
同
表
青
森
県
立
川
内
高
等
学
校
の
項
中

｢

下
北
郡
川
内
町｣

を

｢
む
つ
市｣

に
改
め
、
同
表
青
森
県
立
大
畑
高
等
学
校
の
項
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中

｢

下
北
郡
大
畑
町｣

を

｢

む
つ
市｣

に
改
め
、
同
表
青
森
県
立
八
戸
中
央
高
等
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

表
青
森
県
立
南
郷
高
等
学
校
の
項
を
削
り
、
同
表
青
森
県
立
青
森
第
二
高
等
養
護
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

表
青
森
県
立
浪
岡
養
護
学
校
の
項
を
削
る
。

(

青
森
県
立
少
年
自
然
の
家
条
例
の
一
部
改
正)

第
六
条

青
森
県
立
少
年
自
然
の
家
条
例

(

昭
和
四
十
六
年
七
月
青
森
県
条
例
第
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
の
表
青
森
県
立
下
北
少
年
自
然
の
家
の
項
中

｢

下
北
郡
大
畑
町｣

を

｢

む
つ
市｣

に
改
め
る
。

(

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
七
条

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
九
年
六
月
青
森
県
条
例
第
四
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
青
森
県
蟹
田
警
察
署
の
項
中

｢

東
津
軽
郡
蟹
田
町｣

を

｢

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町｣
に
改
め
、
同
表
青
森
県
浪
岡
警
察
署
の
項
中

｢

南
津
軽
郡
浪
岡
町｣

を

｢

青
森
市｣

に

改
め
、
同
表
青
森
県
金
木
警
察
署
の
項
中

｢

北
津
軽
郡
金
木
町｣

を

｢

五
所
川
原
市｣

に
改
め
、
同
表
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

こ
の
表
に
掲
げ
る
管
轄
区
域

(

青
森
空
港
の
区
域
を
除
く
。)

は
、
そ
れ
ぞ
れ
平
成
十
七
年
三
月
十
三
日
に
お
け
る
行
政
区
画
そ
の
他
の
区
域
に
よ
つ
て
表
示
さ
れ

た
も
の
と
す
る
。

(

青
森
県
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
改
正)

� ����

�
�
�
�
�
�
�
�
	



�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
	



�
�




第
八
条

青
森
県
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

(

昭
和
五
十
九
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
四
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
五
中

｢

青
森
市

(

商
業
地
域｣

の
下
に

｢
(

青
森
市
浪
岡
の
商
業
地
域
を
除
く
。)

｣

を
加
え
る
。

別
表
第
六
第
一
号
中

｢

青
森
市

(

商
業
地
域｣

の
下
に

｢
(

青
森
市
浪
岡
の
商
業
地
域
を
除
く
。)

｣

を
加
え
、
同
表
第
二
号
中

｢

青
森
市｣

の
下
に

｢
(

青
森
市
浪
岡
大

字
相
沢
字
猿
沢
を
除
く
。)

｣

を
加
え
、

｢
(

浪
岡
町
大
字
相
沢
字
猿
沢
を
除
く
。)
｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
中
青
森
県
立
学
校
設
置
条
例
の
表
青
森
県
立
川
内
高
等
学
校
の
項
及
び
青
森
県
立
大
畑
高
等

学
校
の
項
の
改
正
規
定
、
第
六
条
の
規
定
並
び
に
第
七
条
中
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
表
に
備
考
を
加
え
る
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
一

条
中
青
森
県
行
政
機
関
設
置
条
例
第
十
条
第
三
項
の
表
三
戸
地
方
農
林
水
産
事
務
所
の
項
及
び
上
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
の
項
の
改
正
規
定
、
第
三
条
の
規
定
並
び
に
第
五
条

中
青
森
県
立
学
校
設
置
条
例
の
表
の
改
正
規
定

(

青
森
県
立
八
甲
田
高
等
学
校
及
び
青
森
県
立
南
郷
高
等
学
校
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

は
同
月
三
十
一
日
か
ら
、
第
二
条
の
規

定
、
第
四
条
中
青
森
県
流
域
下
水
道
条
例
第
二
条
第
一
項
の
表
岩
木
川
流
域
下
水
道
の
項
の
改
正
規
定

(
｢

、
常
盤
村｣

を
削
る
部
分
を
除
く
。)

、
第
五
条
中
青
森
県
立
学
校

設
置
条
例
の
表
の
改
正
規
定

(

青
森
県
立
浪
岡
高
等
学
校
及
び
青
森
県
立
浪
岡
養
護
学
校
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

、
第
七
条
中
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す

る
条
例
の
表
青
森
県
浪
岡
警
察
署
の
項
の
改
正
規
定
及
び
第
八
条
の
規
定
は
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

� ����



青
森
県
条
例
第
六
十
号

青
森
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
議
会
委
員
会
条
例

(

昭
和
三
十
一
年
九
月
青
森
県
条
例
第
三
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
総
務
企
画
委
員
会
の
項
中

｢

、
特
別
対
策
局｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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